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この便覧は、めまぐるしく変化する時代の要請とともに改正される環境基準、規制基準等

を集録し、環境保全に関する実務に携わる方々の日常の事務を円滑に進めるための一助にと

編集したものです。 

 本県の環境は、各種の環境保全対策を積極的に推進してきたことに伴い、おおむね良好な

状態に維持されていますが、近年、都市化の進展、生活様式の多様化などにより、都市・生

活型公害への対策が求められています。 

 また、化学物質による環境汚染、さらには地球の温暖化やオゾン層の破壊など地球規模の

環境問題が大きな関心を集めており、これらの環境問題の解決に向けて、なお一層の努力が

必要な状況にあります。 

 このような中で、環境の保全を図り、快適な環境を形成していくためには、県民各層にお

ける主体的な取り組みと、一人ひとりの環境にやさしい行動が求められています。 

 環境保全の推進を図る上で、本書を有効に御活用いただければ幸いです。 

    

 

令和６年３月 

 

 

 

【岩手県公式ホームページ】 

以下のＵＲＬから、本便覧及び県の環境関連のページにアクセスできます。 

トップページ→くらし・環境→環境→環境保全

（https://www.pref.iwate.jp/kurashikankyou/kankyou/hozen/index.html） 

 

 

 

 

 

 

 

 

注 本便覧の内容は、原則として令和６年１月１日現在の状況を基準としていますが、その後の改正予定 

 の項目も一部に盛り込んでいます。 
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警 察 本 部 

教育委員会事務局 

岩手県の環境保全に関する行政機構図 
（令和６年１月１日現在） 

 

          森林審議会      （保安林の解除、林地開発の許可等環境に影響を及ぼす重要事項の審議機関） 
          環境審議会      （環境及び自然の保全に関する基本的事項の審議機関） 
          環境影響評価技術審査会（環境影響評価その他の手続に関する技術的な事項の調査審議） 
          （公害審査委員候補者 （公害の紛争処理）） 

          北上川清流化確保対策連絡会議（松尾鉱山跡からの強酸性水処理のための連絡調整組織）            
                              
                  管 財 課（グリーン庁舎） 

政 策 企 画 課（県行政の総合的企画、立案、推進、評価）                    
                  交 通 政 策 室（公共交通、バス、鉄道） 
 

                  環境生活企画室（環境生活行政の総合的企画及び調整、エネルギー対策、 
                            地球温暖化対策、環境保健研究センターの企画運営） 
                  環 境 保 全 課（大気、水質、騒音、振動、悪臭、土壌汚染、地盤沈下、 
                         環境アセスメント、土地対策、化学物質、鉱害、 

水資源対策） 
                  資源循環推進課（廃棄物、浄化槽、リサイクル、新たな公共関与廃棄物 

処理施設の整備） 
                  自 然 保 護 課（自然環境保全、自然公園、鳥獣の保護及び管理、温泉）                              
                  県民くらしの安全課（へい獣処理、と畜場、水道） 
                               

健 康 国 保 課（毒物、劇物、公害疾病予防） 
                  商 工 企 画 室（商工労働観光行政の企画及び調整） 
                  経 営 支 援 課（県単融資、高度化資金） 
                  観光・プロモーション室（観光施設整備）                     
                  農林水産企画室（農林水産行政の企画及び調整）              県出先機関 
                  団 体 指 導 課（制度金融）                        広域振興局 
                  流 通 課（県産材活用促進、食品リサイクル、有機農産物）        ・保健福祉環境部（保健所） 
                  農 業 振 興 課（農業の多面的機能確保）                   ・農 政 部 
                  農業普及技術課（土壌保全、肥料取締、生産環境保全、農薬安全使用）     ・農 林 部 
                  農 村 計 画 課（自然・生態系に配慮した農業農村整備）           ・林 務 部 
                  農 村 建 設 課（農地地すべり防止、農地・農業用水の公害防除、農用地    ・水 産 部 

開発における環境保全）                  ・土 木 部 
                  農 産 園 芸 課（農業用廃プラスチック適正処理）              環境保健研究センター 
                  畜 産 課（畜産経営指導、畜産関係環境保全、草地開発事業におけ    農業研究センター 
                      る環境保全）                       林業技術センター 
                  林 業 振 興 課（間伐材利用促進、木材・木材製品の利用促進、林業金融）   水産技術センター 
                  森 林 整 備 課（造林、緑化、森林病害虫対策）               内水面水産技術セ ン タ ー 
                  森 林 保 全 課（森林計画、林地開発、県有林育成、保安林整備、治山）    生物工学研究所 
                  水 産 振 興 課（漁場環境保全、漁業系廃棄物、海洋資源）          病害虫防除所 
                  漁 港 漁 村 課（漁港区域公有水面埋立、漁港漁村整備、漁業集落排水）    そ の 他 
                  県土整備企画室（県土整備行政の企画及び調整、空港騒音対策） 
                  建設技術振興課（建設リサイクル） 
                  道 路 建 設 課（道路の新設・改築に伴う良好な環境の形成） 
                  道 路 環 境 課（道路環境アセス、道路の維持・修繕に伴う環境保全） 
                  河 川 課（河川区域公有水面埋立、砂利採取、河川整備、海岸整備） 
                  砂 防 災 害 課（砂防、地すべり防止、急傾斜地） 
                  都 市 計 画 課（都市計画、土地区画整理、街路公園、景観形成） 
                  下 水 環 境 課（汚水処理の企画及び調整、下水道、浄化槽、農業集落排水） 
                  建 築 住 宅 課（環境共生住宅、建築許可） 
                  港 湾 空 港 課（港湾区域公有水面埋立、港湾及び空港の管理整備） 
                  復 興 推 進 課（復興計画策定・推進） 

復興くらし再建課（生活再建） 
                           （グリーン購入）        
                  経 営 総 務 室（水力及び風力発電事業の推進） 
                  生 活 環 境 課（公害犯罪） 
                  交 通 企 画 課（自動車公害） 
                  学 校 教 育 室（環境学習の推進） 
                  生涯学習文化財課（天然記念物・文化財保護管理） 

保健福祉部 

政 策 地 域 部  

環境生活部 

総 務 部 

企 業 局 

出 納 局  

商工労働観光部 

農林水産部 

県土整備部 

（
庁
内
連
絡
調
整
組
織
） 

   知事－副知事 

 警 察 署 

  教育事務所・県立学校 

 

復興防災部 

ふるさと振興部  
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   環  境  保  全   
 

 

環 境 基 本 法（Ｈ5.11.19第91号） 

 
 

基 本 理 念（第３～５条） 

環 境 審 議 会 

（第41～44条） 

 

環境保全に関する基本的施策の 

策定等に係る指針（第14条） 

法制上の措置等 

（第11条） 

公 害 対 策 会 議 

（第45～46条） 

環境基本計画 

（第15条） 

 

環 境 基 準 

大気、水質、土壌、 

騒音（第16条） 

 

公害防止計画 

30地域 

（第17～18条） 

環境影響評価 

（第20条） 

 

環境影響 

評 価 法 
(1) 大気汚染 

・大気汚染防止法 

・道路運送車両法 

・道路交通法 

・電気事業法 

・ガス事業法 

・鉱山保安法 

・スパイクタイヤ粉 

 じんの発生の防止 

 に関する法律 

・自動車ＮＯｘ・Ｐ

Ｍ法 

・特定特殊自動車排

出ガスの規制等に

関する法律 

 

・港則法 

・浄化槽法 

・海洋汚染等及び海 
 上災害の防止に関 
 する法律 
・水源二法 
 

公害防止のための排 
出等の規制 
 (典型７公害) 
 (第１項第１号) 
 

公害防止のための土 
地利用等の規制 
 
（第１項第２号） 

自然環境保全のため 
の規制 
 
（第１項第３号) 

 
 
 

・鳥獣の保護及び管

理並びに狩猟の適

正化に関する法律 
・温泉法 
・絶滅のおそれのあ 
 る野生動植物の種 
 の保存に関する法 
 律 

 

野生生物の保護等の 
ための規制 
 
（第１項第４項） 

 

・自然環境保全法 
・自然公園法 
・都市緑地法 
・都市計画法 
・都市公園法 
・森林法 
・文化財保護法 

 

・国土利用計画法 
・都市計画法 
・工場立地法 
・公有水面埋立法 
・建築基準法 
・幹線道路の沿道の 

 整備に関する法律 
・砂防法 
・地すべり等防止法 
・急傾斜地法 
・特定空港周辺航空 
 機騒音対策特別措  

 置法 

（2）水質汚濁 

・水質汚濁防止法 

・水道法 

・下水道法 

・河川法 

・湖沼水質保全特別 

 措置法 

・鉱山保安法 

・農薬取締法 

・港湾法 

（3）土壌汚染 

・土壌汚染対策法 

・農用地の土壌の汚 

 染防止等に関する 

 法律 

・土地改良法 

・農薬取締法 

 

（4）騒音 

・騒音規制法 

・道路運送車両法 

・道路交通法 

・電気事業法 

・ガス事業法 

・鉱山保安法 

・航空法 

・全国新幹線鉄道整  

 備法 

・幹線道路の沿道の 

 整備に関する法律 
・公共用飛行場周辺  
 における航空機騒  
 音による障害の防 
 止等に関する法律 
 
（5）振動 

・振動規制法 

・道路交通法 

・電気事業法 

・ガス事業法 

・鉱山保安法 
 
 
（6）地盤沈下 

・工業用水法 

・建築物用地下水の 

 採取の規制に関す 

 る法律 
 
 （7）悪臭 

・悪臭防止法 

・化製場等に関する 

 法律 

・と畜場法 
 

※ 関係する主な法律等を掲戟した。 
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概  念  図（環境基本法の体系概念図） 
 

 

 

 

 

   

 

   

 

各 主 体 の 責 務 

国 

(第６条) 

地方公共団体 

(第７条) 

事 業 者 

（第８条） 

国   民 

（第９条） 

費用負担・財政

措置等 

(第37～40条) 

 

地方公共団体の施策 

 

   (第36条) 
 

地球環境保全等に

関する国際協力等 

(第32～35条) 
 

国が講ずる環境保

全のための施策等 

(第19～31条) 

 

環境保全上の支障を防

止するための規制 

(第21条) 
 

紛争処埋・ 

被害救済 

（第31条） 

 

・特定工場におけ 
 る公害防止組織 
 の整備に関する  
 法律 
 

・公害紛争処理法  
・公害健康被害の補  
  償等に関する法律 
・船舶油濁損害賠償 
 保障法 

・鉱業法 

・地球温暖化対策の 
 推進に関する法律 
・特定物質の規制等 
 によるオゾン層の 
 保護に関する法律 
・フロン類の使用の

合理化及び管理の

適正化に関する法

律 

公害・自然環境両分 
野に係る規制 
 

(第１項第５号) 

・公害防止事業費事 
 業者負担法 
・公害の防止に関す 
 る事業に係る国の 
 財政上の特別措置 
 に関する法律 
・環境事業団法 
・租税特別措置法 
・自然環境保全法 
・自然公園法 

人の健康・生活環境 
の保全に係る規制 
 

（第２項） 

・瀬戸内海環境保全 
 特別措置法 

 

・ダイオキシン類対 
 策特別措置法 
・特定化学物質の環  
 境への排出量の把  
 握等及び管理の改 
 善の促進に関する 
 法律 

循環型社会形成推進基本法 
 

・廃棄物の処理及び清掃に関する法律 
・資源有効利用促進法 
・建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律 
・食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 
・特定家庭用機器再商品化法 
・容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律 
・ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 
・国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律 
・美しく豊かな自然を保護するための海岸における良好な景観及び環境並びに海洋

環境の保全に係る海岸漂着物等の処理等の推進に関する法律 
・プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律 
・家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律 
・持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律    農業環境三法 
・肥料取締法                        



 

岩手県における環境保全体系図 

県民、事業者、県の責 
務、市町村の役割、相 

 互連携（第４条～８条） 
年次報告書 
 (第９条) 

 

基本方針 
(第10条) 

 

基本計画 
(第11条) 

 

高い環境の水準 
(第12条) 

 

 
 

岩手県環境審議会 
 

環境の保全及び創造に関する施策 
 

県民参加・ 

情報提供 

(第13条) 

環境に配慮した施策の策定、 

事業等の誘導 

   (第14条、15条) 
 

環境影響評価の推進 

(第16条) 
 

規制等の措置 

(第17条) 

 

助成等の措置 

(第18条) 
 

環境教育等の推進 

(第20条) 
 

・環境美化(第19条) 

・自発的環境保全活 

 動の促進(第21条) 

・人材等の育成 

 (第22条) 

・調査の実施、監視 

 体制整備(第23条) 

・科学技術の振興 

 (第24条) 

・文化的環境の保全 

 (第25条) 

・地球環境の保全 

 (第26条) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

水質汚濁防止法に

基づく排水基準を

定める条例（昭和

48.3.30条例第31 

号）（上乗せ条例） 

岩手県商工観

光振興資金 
 

・岩手県環境影影響評

価条例（平10.7.15 

 条例第42号） 

・技術指針 
 
環境影響評価技術審 
査会 
 

・岩手県自然環境保 
 全条例 
・自然環境保全指針 
・県民の健康で快適 
 な生活を確保する 
 ための環境の保全 
 に関する条例 
・循環型地城社会の 
 形成に関する条例 
・県外産業廃棄物の 
 搬入に係る事前協 
 議等に関する条例 

岩手県環境 
学習推進基

本方針 

基本理念（第３条） 
１ すべての県民の参加、連携及び協力による恵み豊かな環境と共生する地域社会の構築 
２ 循環型地域社会の形成、将来世代の環境の恵みの享受 
３ 地域からの行動による地球環境の保全 
 

岩手県環境の保全及び創造に関する基本条例 

(平成10.3.30条例第22号) 

 

4
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県民の健康で快適な生活を確保するための環境の保全に関する条例体系図 
                                                      (平成13.12.21条例第71号) 
    総則（１～３） 
                               （目的、定義、県等の役割） 

    生活環境の保全に関する基本的施策（４～７） 
                                 公害防止基本計画の作成 

                                 公害の状況の公表 

                                 公害に係る紛争の処理及び被害の救済 

                                 生活環境の保全に関する事業の推進 

    公害の防止に関する規制 

         大気汚染 

              ばい煙に関する規制（８～17） 
                                 廃棄物焼却炉及びオガライト製造用に供する乾燥炉 

                                 等のばい煙発生施設において発生するばい煙に関す 

                                 る規制 

              粉じんに関する規制（18～22） 
                                 鉱物・岩石等の破砕機及び動力打綿機等の粉じん発 

                                 生施設の粉じんに関する規制           

         水質汚濁（23～32） 
                                 湿式集じん施設・排ガス洗浄施設等の汚水等排出施 

                                 設の水質汚濁に関する規制、事故時の措置     

         騒音 

              騒音特定工場等に関する規制（33～42） 
                                 金属加工用旋盤・冷却塔及びバーナー等を設置する 

                                 騒音特定工場等に関する規制            

              特定建設作業に関する規制（43、44） 

              拡声機騒音等に関する規制（45、46） 
                                （基準道守義務等、夜間の静穏保持） 
         悪臭（47～51） 

    日常生活及び事業活動における環境への負荷の低減 

         生活環境の保全 

              焼却行為に関する規制（52、53） 
                                （小型焼却炉の使用禁止・野外焼却の禁止） 

              投棄行為に関する規制（54、55） 
                                （空き缶等のポイ捨て禁止及び空き缶等の散乱防止） 

              生活排水対策の推進（56、57） 
                                （保管基準の遵守義務・保管施設の使用届出義務） 

              土壌及び地下水汚染の防止に関する規制(66～75) 
                                （汚染状態の測定義務・基準値超過時の届出義務等） 

              生活環境の保全上の支障の防止に関する規制(76、77) 
                                （支障の除去・被害の未然防止) 
         地球環境の保全 

              自動車等の原動機停止に関する規制（78～80） 
                                 自動車等運転者のアイドリングストップ義務・駐車 

                                 場等利用者のアイドリングストップ周知義務    

              地球温暖化の対策に関する規制（81～86） 
                                 地球温暖化対策計画の作成提出義務・実施状況届出 

                                 義務  

    相互連携等による環境の保全の推進（87、88） 
                                 事業者による情報公開・事業者と住民による合意形 

                                 成 

    雑則（89～94） 
                                 測定等、環境保全監督者、監視、立入検査、報告の 

                                 徴収       

    罰則（95～100） 
                                 計画変更命令違反､改善命令及び一時停止命令違反、 

                                 停止命令違反、措置命令違反 ばい煙・排出水の規 

                                 制基準違反及び粉じんの基準適合命令違反、汚水等 

                                 特定事業場の事故時の措置命令違反 特定施設の設 

                                 置届出等違反 立入検査拒否等 
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循環型地域社会の形成に向けた条例等の体系図 
 

                  総則（§１～６の３） 

            事業者の責務（格付け事業者の活用等）（§５） 

           県民の責務（通報努力義務）（§６）  

           土地所有者等の責務（§６の２） 

           通報に基づく調査等の義務（§６の３） 

         産業廃棄物の自県（圏）内処理の原則（§７～９） 

           産業廃棄物の自県（圏）内処理の原則（§７） 

           県外産業廃棄物の搬入事前協議義務（§８） 

           産業廃棄物の県外搬出（§９） 

         産業廃棄物の減量等に関する計画（§９の２） 

         再生利用の促進（§10～12） 

           再生資源利用認定製品（§10～12） 

         優良な産業廃棄物処理業者の育成（§13～18） 

           産業廃棄物処理業者育成センター（§13～18） 

         許可の取消し等の基準（§19） 

         廃棄物等の適正処理の促進（§20～21） 

           廃棄物等の適正保管等（§20） 

           屋外に産業廃棄物を保管する場合の記録義務等（§20の２） 

           搬入一時停止命令（§20の３） 

           建設資材廃棄物の適正処理（§21） 

         原状回復の確保等（§22、23） 

           排出事業者等の責務等（§22） 

           産業廃棄物管理責任者の設置（§22の２） 

           不適正処理関与者の責務等（§23） 

         適正な廃棄物処理施設等の設置等 

           廃棄物処理施設等の設置等事前協議（§24～28） 

           廃棄物処理施設等の構造及び維持管理基準（§29、30） 

         雑則（§31～33） 

         罰則（§34～36） 

         趣旨（§１） 

         県外産業廃棄物の搬入事前協議（§２～４の２） 

         環境保全協力金の契約（§５） 

         立入検査等（§６、７） 

         過料等（§８、９）               

ねらい：循環型地域社会の形成への制度的基盤づくり 
 

循環型地域社会の形成に関する条例（H14.12.16条例第73号) 
 位置づけ：総合的産業廃棄物対策の基本条例 
 

県外産業廃棄物の搬入に係る事前協議等に関する条例（H14.12.16 条例第74号） 
 位置づけ：産業廃棄物の自県（圏）内処理原則の推進のための具体的制度 
 


